
 

  

１．プロフィール   

身    長 ： １７１．９ｃｍ 

体    重 ： ６７ｋｇ 

胴 ま わ り ： ２４１ｃｍ 

足のサイズ ： ３６ｃｍ 

目の大きさ ： 直径１３ｃｍ 

視   力 ： 両目とも２．０ 

誕 生 日 ： １９９７年７月１２日 

性   別 ： 不明 

生まれた場所： 境港市（山陰・夢みなと博覧会の開催地） 
 

鳥取県マスコットキャラクター「トリピー」 

２．トリピーデザインについて  

 トリピーデザインの使用には、鳥取県の承認が必要です。 

 ①申請書、②デザイン案、③会社・団体概要を、観光交流局観光戦略課に持参又は郵送又はメールにて、

ご提出ください。 

 申請書、デザイン案の作成については、２～４ページをご確認ください。 

 ※トリピーの手描きイラストの使用は、個人使用の範囲に限ります。  

 

３．お問合せ先（申請書提出先）  

 宛 先：観光交流局観光戦略課 

 住 所：〒６８０－８５７０ 鳥取県鳥取市東町１－２２０ 

 ＴＥＬ：０８５７－２６－７２３９ 

 ＦＡＸ：０８５７－２６－８３０８ 

 メール：kankou@pref.tottori.lg.jp 

 ※持参、郵送、メールにて受付します。 

  メールの場合は送信後に受信確認のためお電話をお願いします。 
 

★ ★ ★ トリピーの取り扱い説明書 ★ ★ ★ 
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４—１．申請書について  

トリピーの使用申請書は、デザイン使用承認申請書と商標使用承認申請書の２種類あります。 

販売目的での使用ではない場合は、デザイン使用承認申請書をお願いします。 

販売目的での使用の場合は、商標使用承認申請書をお願いします（デザイン使用対象物が鳥取県で商標登録を

していないものにつきましては、デザイン使用承認申請書のご用意をお願いすることがあります）。 

 

               

 

 

 

※１ 申請書は、観光戦略課ホームページのデザイン使用申請マニュアル、商標使用申請マニュアルのリンク

にそれぞれ掲載しています。 

※２ 受付・審査から使用承認までの期間の目安は１週間です。 

ただし、修正依頼等の関係でそれ以上かかることがありますので、余裕を持ってご提出ください。 

 

デザイン使用承認申請書 

商標使用承認申請書 

の提出 

受付・審査 
使用承認 

（承認書の送付） 

県 県 
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４－２．留意事項  

次に該当すると認められる場合は、トリピーデザインの使用について承認できませんのでご留意ください。 

 

【デザイン使用承認申請】 

① 特定の政治、思想、宗教の活動に利用されるおそれのある場合。 

② 特定の個人又は団体の売名に利用されるおそれのある場合。 

ただし、鳥取県の PR（観光振興、地域振興、産業振興、県産品の販路拡大等）につながるものは承認する。 

③ 不当な利益をあげるために利用されるおそれのある場合。 

④ 鳥取県のマスコットキャラクターとして、そのイメージや品位をおとしめるおそれのある場合。 

⑤ 適正な使用方法に従って使用しないおそれのある場合。 

⑥ 法令や公序良俗に反するおそれのある場合。 

⑦ 誤認または混同を生じさせるおそれがある場合。 

⑧ その他承認することが不適当と認められる場合。 

 

【商標使用承認申請】 

デザイン使用承認申請の基準と同様です。 

⑥ 品質、性能等に関して公的機関の認定が必要な商品について、当該認定等が得られていない場合。 



 

 

  

 

４－３．申請書類の作成例  
 

デザイン使用承認申請書 商標使用承認申請書 
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４－４．申請書類作成の注意事項（デザイン使用、商標使用共通）  

① 申請書への押印は不要です（鳥取県に提出する書類の押印の省略に関する規則が一部改正され、署名又は

記名のみで申請可能となりました）。 

② 会社・団体の申請者は、代表者又は所属長の方のお名前でお願いします。 

③ 使用期間は最長３年間となります。その後、引き続き使用される場合は、改めて申請を行い、使用承認を

受けてください。 

④ 使用開始日は、申請日よりも後の日付でお願いします。 

  使用開始日が申請書受付日と直近の場合は、申請書の承認がおりた日付に変更させていただくことがあり

ます。 

⑤ 申請書のその他または連絡先に、ご担当者様の氏名、連絡先をお願いします。 

トリピーデザインの画像を希望される場合は、メールアドレスもお願いします（承認がおりた後にお送り

します）。 

⑥ 承認がおりた申請書の内容に変更が生じた場合は、変更申請書又は申請書のご提出をお願いします。 

 （デザイン使用承認申請 → 使用承認内容変更申請書 ／ 商標使用承認申請 → 商標使用承認申請書） 

⑦ 観光戦略課ホームページ内にあるデザイン使用申請マニュアルリンク、商標使用申請マニュアルリンクの

内容のご確認も必ずお願いします。 

 

５．デザイン案について  

申請書のほかにデザイン案をご用意いただく必要があります。 

どのトリピーデザインをどのように使用するのかわかるものをご用意ください。 

 

※１ 観光戦略課所管のトリピーは「６．トリピーデザイン一覧」にあるものとなります。 

観光戦略課所管外のトリピーデザインにつきましては、各担当課へお問い合わせください。 

※２ 再申請の場合も今現在ご使用いただいているデザインをご用意ください。 
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６．トリピーデザイン一覧  
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７．デザイン使用の注意事項  

※この他、鳥取県のマスコットキャラクターであることを明記してください。 

例：鳥取県マスコットキャラクター「トリピー」、鳥取県 トリピー、ＴＯＴＴＯＲＩ ＴＯＲＩＰＹなど 
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